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2 0 1 9 年 1 月 2 3 日 № 3 2 6

ＪＲ東海労働組合新幹線関西地方本部

発行 畑野 浩孝 編集 業務部

２０１８年１２月２１日、地本は、１4：００より新大阪丸ビルにおいて、(株)関西新

幹線サービックとの団体交渉を開催しました。

団交委員は、関西サービックの各事業所から宮内省吾地本組織担当部長、西村泰弘台検

副分会長、船出信政台検分会執行委員、（鳥飼事業所）、熊澤守関西地区分会長（第二事業

所）、柿本克彦仕業分会執行委員（第一事業所）。サービックからは、鈴木人事勤労課課長、

川中人事部勤労課係長、尾浦事業部担当部長、谷岡事業部課長でした。

特定の労働組合のみに組合掲示板を便宜供与するの
は、不当労働行為である！！
「発」第４号「組合掲示板の便宜供与」に関する申し入れ（２０１８年

１０月１８日申入）

１．株式会社関西新幹線サービック会社内の各事業所で働く組合員に対し、組合か

ら組合員又は組合員相互間の情報伝達のため組合掲示板を設置すること。

【回答】現時点で組合掲示板を設置する考えはない。

２．「組合掲示板の便宜供与」は、１２月２８日（金）までに団体交渉を開催し回答

すること。

【回答】団体交渉を開催し回答している。

以上

《主な議論》

組合：回答は、現時点で組合掲示板を設置する考えはないということだが、その根拠はど

ういうことか。

サー：その根拠とは、どの根拠か。

組合：東海労の組合員がいるところで、要するに組合掲示板をサービック労組の片隅でい

いから空いたスペースに設置できないものかとの要望だが、現時点ではそういう考

えはないという根拠はなぜか。

サー：掲示板には機能というものがあるが、知らしめる周知するという機能を考えれば現

時点では要らないと思っている。

組合：必要ないというが、例えば、掲示板が設置される条件はどういう条件か。

サー：それは具体的にどういうことか。
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組合掲示板の便宜供与に人数は関係ない！！各事業所
に組合掲示板の設置スペースは、十分ある！！
組合：サービック労組に掲示板があるが、設置されている条件はどういう条件か。

サー：サービック労組の条件をここでお伝えするのはあれなんですが、例えば、人数であ

ったりとか、場所がどうかであったりとか、そういうものが揃えば、それは設置し

ない訳けではない。現時点においては、掲示板の機能を考えればその必要性はない

んではないかということである。

組合：それは、あくまでもサービック労組とサービック会社の間の便宜供与の範疇である

のか。

サー：はい。

組合：掲示板をもらえないというのは、要するにサービック会社と東海労働組合が協約協

定を結んでいないということか。

サー：そうではない。鈴木課長が申したように現時点でということである。

サー：情報の通信の手段が発達して何か周知、連絡するのは、ネットの方がより広くより

早く伝わるのでそういう意味でいう掲示板の機能を考えれば、現時点では要らない

だろうという考えである。

組合：それは一般論か。

サー：そういう考えである。

組合：それでも欲しいということ、必要なもので設置して欲しいという要望である。

サー：現時点では、その考えはない。

組合：人数と場所ということでは、人数はどうなったら設置するのか。

サー：それは実際、そこの職場に何人の方がいるのか。１０名程度、１０名以上と考えて

いる。

組合：１０名以上で設置するのか。

サー：あとは勿論、場所がどうとかもあるが、人数でいえばそう考えている。

組合：場所があれば設置するのか。

サー：そうだ。

組合：１０名の根拠は何か。

サー：根拠と言われても困るが先ほど言った機能だ。掲示板の機能を考えたらそれくらい

ならば平均して知らしめる周知するといったこともこれくらいの人数ならばという

ことである。

組合：掲示板の機能を会社側がそんなふうに考えることなのか。掲示板というのは、労働

者がどう使うか考えることである。

サー：まあ、そうである。一般的な話しで掲示板とは、どういうものかと考えたら今のこ

の時点では、まだ会社は、そういう考えはない。欲しいということは分かった。

組合：今の時点で１０名いないからダメだという説明だったら分かるが、現状、情報の通

信の手段が発達しているこの世の中で、まだそんなアナログみたいな情報を見るの

かというのであれば、おかしいのではないか。

サー：そこまで言いません。

組合：そういうことではないのか。

サー：そこまで言いませんけれど、人数で言うならば１０名以上を考えている。今、何名

か明確に知りませんけれど。サービックの事業所は４つの事業所が・・・。京都に
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はありませんけれども。

組合：４つで１０名か。

サー：そういうことではない。

組合：１０名居ますが。

サー：あくまでも各事業所で・・・。

組合：組合員をどうやって調べるのか。

サー：それは申し入れてもらうしかない。

組合：組合員が１０名居ますと言うだけでいいのか。便宜供与してほしい側からすれば、

そちらと誰が組合員かというやり取りする訳ではないから。

サー：今、何名か知りませんけれども、会社とすればそうなります。

組合：それは、こちら側が１０名居ますと言ったら便宜供与してくれるのか。

サー：考えますけれど、実際、場所等がありますから先ほどは何名以上と考えているのか

と言われたので１０名以上で考えているということである。

組合：分かりました。とりあえず、今は場所がないということではないということか。

サー：それほど緻密な状況を把握している訳ではない。

組合：場所があるとかないとかは、次のことである。

以上


